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平成２８年熊本地震に対する義援金について 

 このたびの平成２８年熊本地震により被害を受けられた皆さまに対しまして、心よりお見舞い

申し上げます。 

 京都銀行（頭取 土井 伸宏）と京都銀行グループ会社等は、被災された方々の支援や被災地の

復興に役立てていただきたく、下記のとおり義援金を寄付いたしますのでお知らせいたします。 

 一日も早い復興と皆さまのご健康を心からお祈り申し上げます。 

記 

１．寄付の内容 

（１）寄付者 

株式会社 京都銀行ならびにグループ会社等８社 

（グループ会社等８社） 

烏丸商事株式会社、京銀ビジネスサービス株式会社、京都信用保証サービス株式会社、

京銀リース・キャピタル株式会社、京都クレジットサービス株式会社、 

京銀カードサービス株式会社、株式会社 京都総合経済研究所、京友商事株式会社 

（２）寄付総額 

５，０００，０００円（平成２８年熊本地震災害義援金） 

※ 本義援金は、京都府に持参し日本赤十字社を通じて被災者に配分されます。 

（３）寄付実施日 

平成２８年５月１６日（月） 

２．その他の支援 

（１）平成２８年熊本地震にかかる義援金振込手数料の無料化 

（２）「災害復旧特別融資」の取扱開始（平成２８年４月２７日（水）～平成２９年３月３１日（金）） 

（３）全国地方銀行協会を通じて支援物資の提供 

以   上 


